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１．はじめに
　研究インテグリティとは，研究の健全性と研
究の公正性を意味する．細野と小林1）は，英語の
「Research Integrity」が日本語の研究公正とは別
物であると指摘する．さらに，日本における研究公
正は，研究不正の対義語という使われ方をしている
が，この考え方は，英語の「Responsible Conduct 
of Research」の概念に近いことも指摘している．
英語の「Research Integrity」は，「研究不正ではな
い状態」を超える広い概念であり，研究としての
「完全性」・「健全性」・「誠実性」・「高潔さ」・「研究
というにふさわしい研究であるということ」を示す
概念であると述べている．本論は，この概念の捉え
方に基づいて日本における研究インテグリティと
Research Integrity の関連性を論ずることとする．

２． 研究インテグリティの確保と政府の対応方針
　文部科学省は，「研究インテグリティの確保に係
る対応方針」を2022（令和4）年9月に発出し，関係

機関への周知と整備を求めた2）．なぜ，政府がこの
対応方針を発出したのか．その背景としてあげられ
るのが，近年急速に進む研究の国際化と研究のオー
プン化（オープンサイエンス）であり，このことか
ら生じる新たなリスクへの対応が求められるからで
ある．文部科学省は，新たなリスクへの対応策とし
て研究の健全性と研究の公正性の確保，そして国際
的な信頼性に応える研究環境の構築と整備を上げて
いる．この部分が政府の対応方針の研究インテグリ
ティの確保に該当すると考える．文部科学省が定義
する研究インテグリティは，研究の国際化やオープ
ン化に伴うリスクに対して新たに確保が求められる
研究の健全性と公正性である．これは，Research 
Integrity の概念の全てを包含した対応方針ではな
いと考えられる．
　図1に示すように文部科学省が新たに求める部分
として示しているのは，研究インテグリティの確保
に関する「規範」の策定である．その内容は，研究
活動の透明性の確保と説明責任を果たすことを盛り
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込んだ規範である．
　2020（令和2）年7月17日の閣議決定である統合イ
ノベーション戦略20204）においては，「研究コミュ
ニティが，外国からの不当な影響による，我が国の
卓越した研究活動や，開放性，透明性，といった研
究環境の基礎となる価値が損なわれる懸念を認識」
した上での研究インテグリティの自律的な確保の取
り組みが重要であると述べている．2021（令和3）
年4月27日の統合イノベーション戦略推進会議では，
研究インテグリティの確保に係る政府としての対応
方針2）を以下の3つとした．1つ目は研究者自身によ
る適切な情報開示である．そのための研究者と所属
機関向けのチェックリスト雛形を提示している．2
つ目は，大学・研究機関等のマネジメントの強化で
ある．関係の規範や体制の整備に関する周知・連絡
であり，先に述べた規範の策定がここに該当する．
3つ目は，公的資金配分機関による申請時の確認で
ある．2021（令和3）年12月17日に内閣府と関係省
庁は，競争的資金に関するガイドライン5）を策定し，
国外も含む外部からの支援や兼業等の情報の提出，
所属機関への適切な報告の誓約を求め，利益相反・
責務相反に関する規定の整備の重要性を明示し，必
要に応じて状況の確認を求めている．
　2021（令和3）年4月に決定した政府方針に基づく
研究インテグリティに係るフォローアップ調査結果
の概要（令和5年3月，内閣府）6）は，関係者に適切
な理解を促す取組（研修強化等の取組）を実施して
いる大学が全体の18%（329大学中），利益相反・責
務相反に関する規程の整備（規程の整備）を実施し
ている大学が28%，適切なマネジメントを行うこと
ができる組織体制の整備（体制の整備）を実施して
いる大学が17% である状況を報告した．一方，同
調査結果は，競争的研究費の適正な執行に関する指
針（令和3年12月に改定）で挙げられた研究資金配
分機関等に求められる取組が81% の実施状況であ
ることを報告した．この調査結果は，アカデミア
が研究インテグリティの確保への取組に競争的研究
費の適正な執行から着手している現状を説明してい

る．このような現状を鑑み，文部科学省は2023（令
和5）年6月21日付けで研究インテグリティの取り組
みの徹底について（周知）を発出した．

３．研究の国際化と研究インテグリティ
　2022（令和4）年9月発出の「研究インテグリティ
の確保に係る対応方針」の背景を海外との利益相反，
責務相反そして技術流出の観点から論じる．利益相
反は，ある行為が一方に利益になるが同時に他方へ
は不利益になる行為と定義される．責務相反は，地
位に基づく責任・義務と自身の本務以外の活動にお
ける責務が相反することと定義される．利益相反マ
ネジメントの対象が国際化している現状を認識する
状況にあると考えられる．何故なら，研究インテグ
リティが確保すべき研究の国際化と研究のオープン
化に伴う新たなリスクへの対応には，国を跨ぐ利益
相反の違反と不正な技術流出の抑制に狙いがあるか
らである．その対応策の支点となるのが国際的な利
益相反マネジメントの認識であると考える．
　国際的な研究力を確保・向上させるためには，研
究環境の国際化を推進していかなければならないと
考えられる．我が国の研究者が海外の研究機関にお
いて研究することと同時に海外からの優秀な人材を
受け入れることができる信頼性ある研究環境の確保
が求められることになる．国際的な共同研究におい
ては利益相反，責務相反そして技術流出が生じやす
いと考えられる．そのリスクを抑制するためには，
「研究インテグリティの確保に係る対応方針」に示
される国際的な信頼性のある研究環境の構築と整
備を公表することが，必要不可欠な条件であり，
Research Integrityの概念と一致すると考えられる．

４．研究のオープン化と研究インテグリティ
　研究の成果は，公表することが原則である．この
考え方に異議を挟む余地はない．これまでアカデミ
アにおいては，研究成果の公表を学術ジャーナルに
依存してきた．学術ジャーナルには，記録・公表・
評価の3つの機能があり，後世に記録を残す，関係

図１　研究インテグリティ全体の構成（文部科学省HP3）を元に作成）
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者に広く知ってもらう，関係者に評価してもらう等
を実現する手段としての有効なツールであった7）．
しかしながら，インターネットの普及により学術
ジャーナルに依存しないデジタルによる研究成果の
公表が可能になった．これまでの学術ジャーナルで
の公表では，査読というピアレビューが研究成果の
信頼性・新規性を担保してきた経緯がある．アカデ
ミアにあっては，研究のオープン化に伴う新たなリ
スクへ対応するための自律的な研究成果の信頼性・
新規性の担保を担いつつ，社会変化に適応した「規
範」が求められていると考える6）．
　林8）は，「オープンサイエンスとは，研究論文を
中心としたオープン化を目指すオープンアクセスと
研究データのオープン化（オープンリサーチデータ）
を含む概念であり，研究成果をよりオープンにして
利活用を推進させることにより，研究を加速させ，
産業も含むイノベーションを生み出すことや市民の
研究への参加等が期待されている」と述べている．
インターネットの普及は，アカデミアだけでなく産
業も含むイノベーションを生み出すことから，新た
なリスクに対応する研究インテグリティの確保が求
められている．
　2016年1月に第5期科学技術基本計画が閣議決定さ
れ，この基本計画の中で初めてオープンサイエンス
が取り上げられた9）．オープンサイエンスが日本に
おいても浸透し，研究成果が社会に開かれることに
より研究インテグリティへの市民の関与が促進すれ
ば，研究者の研究倫理がさらに求められることに
なると考えられる10）．小林11）は，「かつて研究デー
タは，研究者個人の私的領域に属するものだと考え
られていたが，公共的領域に属するものになった」
と指摘している．研究のオープン化は，アカデミア
と表現される研究者や研究機関の意識改革をも促進
させていると考える．このことは，図1のすでに明
示的に示されている研究不正等の枠組みを超えた
Research Integrity の概念の公共的な領域への浸透
が進行していることを示唆する．

５．安全保障貿易管理と研究インテグリティ
　我が国においては，安全保障の観点に立った貿易
管理の取り組みが外国為替及び外国貿易法（外為法）
に基づき実施されている12）．アカデミアにおいては，
研究機材や化学物質，微生物等の輸出（海外渡航時
の持ち出し），海外の政府や企業が関係する受託研
究や共同研究，海外企業への技術指導，海外からの
研究員や留学生の受け入れ，研究過程における海外
研究者とのデータや資料の交換等，外為法に基づく
安全保障貿易管理の規制対象となり，経済産業省へ

の許可申請が必要になる場合がある．新たな外為法
の規制対象となる技術提供行為を「みなし輸出管理」
として明確化し，令和3年11月8日に公布し，令和4
年5月1日に施行，適用された12）．経済産業省などの
関係省庁がアカデミアに対して外為法に基づく安全
保障貿易管理に係る規程の整備を早急に求めた経緯
がある．その背景には，安全保障を脅かす巧みな海
外への技術流出が現実に存在することを意味する．
　利益相反のリスクマネジメントの必要性は，産業
界との経済的な関係から生じるリスクへの対応とし
て研究者の行動指針に盛り込まれてきた経緯があ
る．盛り込まれたのは，プロフェッショナル・スタ
ンダートと表現されるリスクマネジメントの水準で
ある13）．プロフェッショナル・スタンダートとは，
「研究行動において研究者がわきまえるべき注意義
務の規範となるもので，平均的な研究者が現に行う
慣行とは異なり，専門家としての相応の能力を備え
た研究者が研鑽義務を尽くした場合に達せられるあ
るべき水準」と表現されている．
　一方で，近年になって安全保障上のリスクと大い
に関連する事案が発生し，利益相反マネジメントの
守備範囲が拡大している14）．本来，利益相反・責務
相反をマネジメントする趣旨は，研究インテグリ
ティの担保，透明性の担保，そして社会的な信頼の
担保である．医学系研究であれば1番目に研究対象
者の生命・健康が入る15）．政府の対応方針で示され
ている研究活動の透明性，説明責任については，安
全保障輸出管理におけるリスク管理に重点が置かれ
ている．しかしながら，従来の利益相反マネジメン
トの考え方が変更になったのではなく，安全保障輸
出管理にも本来の利益相反マネジメントの考え方を
適応させたと考えることができる15）．
　図1に示した研究インテグリティ全体の構成にお
いて，安全保障貿易管理等の法令遵守は，従来明示
的に対応を進めてきた部分として示されている．し
かしながら，安全保障貿易管理に示される武器や軍
事転用可能な貨物・技術の流出防止は，研究インテ
グリティ全体の構成の中では，新たなリスクへの対
応として一致するが，本来のResearch Integrity の
概念では説明が困難な社会的要素を含んでいると考
えられる．

６．名古屋議定書と研究インテグリティ
　名古屋議定書（正式名称：生物の多様性に関する
条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生じ
る利益の公正かつ衡平な配分（ABS : Access and 
Benefit-Sharing）に関する名古屋議定書）は，2020
年10月に名古屋市で開催されたCOP10（Conference 
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of the Parties，10回目の締約国会議）で採択された
遺伝資源の採取・利用と利益の公正な配分に関する
国際的な取り決めである16）．名古屋議定書は，生物
の多様性に関する条約の目的である「遺伝資源の取
得の機会及びその利用から生じる利益の公正かつ衡
平な配分」の実効性を高めるために決められた国際
ルールと解釈できる．名古屋議定書が批准されたこ
とにより我が国には，3つの義務が生じた（① ABS
を守るための国内遵守措置の制定（日本国内のルー
ル），②利用者の遵守状況をモニターするチェック
ポイントの設置（環境省による状況把握），③不遵
守問題が生じたときに提供国と協力して対処するこ
と（調査協力の義務））．名古屋議定書には基礎研究
の場合，その成果に基づく非金銭的利益の還元（共
著論文の公表，技術移転，教育の機会の提供など）
による提供国の科学・教育レベルの向上，地域の発
展への貢献が盛り込まれている16）．このことはリス
ク回避のための研究インテグリティの確保以上に本
来のResearch Integrity の概念である「完全性」・「健
全性」・「誠実性」・「高潔さ」・「研究というにふさわ
しい研究であるということ」が特に求められる視点
であると考える．

７．まとめ
　本論は，日本おける研究インテグリティの全体像

と Research Integrity の関連性を論じ，以下の5点
にまとめた．
① 文部科学省が定義する研究インテグリティは，研
究の国際化やオープン化に伴うリスクに対して新
たに確保が求められる研究の健全性と公正性であ
る．この対応方針には，Research Integrity の概
念の全てが包まれた対応方針ではないと考えられ
る．

② 研究の国際化とオープン化のリスクを抑制するた
めの国際的な信頼性のある研究環境の構築とその
整備状況の公表は，Research Integrity の概念と
一致すると考えられる．

③ 研究のオープン化は，Research Integrity の概念
が公共的な領域へ浸透していることを示唆する．

④ 安全保障貿易管理の新たなリスクへの対応は，
Research Integrity の概念と一致する．しかしな
がら，本来のResearch Integrity の概念では説明
が困難な社会的要素を含んでいると考えられる．

⑤  ABS のリスク回避のためには，本来の Research 
Integrity の概念が特に求められる視点であると
考える．

　Research Integrity の概念は，社会との関係を持
つ概念であるという認識に立ち，日本の現状に沿っ
た研究インテグリティの概念の深化が求められると
考える．
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Abstract

　This paper discusses the relationship between research integrity as such and research integrity as it is in Japan. 
The understanding of research integrity in Japan draws on the guidelines of the Ministry of Education, Culture, 
Sports, Science and Technology. This paper summarizes the differences between research integrity as such 
and research integrity in Japan with reference to the following five perspectives. (1) Research integrity in Japan 
incorporates part of research integrity as such. (2) The content of both concepts of research integrity is consistent 
with the methods of internationalized risk management and the openness of the study. (3) The promotion of open 
research means that research data becomes the common property of society. The content of research integrity as 
such suggests that it is beneficial to society. (4) The content of both types of research integrity is consistent with 
methods of dealing with the control of security risks involving trade risks. (5) The contents of research integrity in 
Japan are consistent with the risk avoidance methods of ABS (the Guidelines on Access to Genetic Resources and 
the fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization). However, these lack specificity. Research 
integrity in Japan focuses on risk avoidance for security trade controls. It is concluded that research integrity in 
Japan must evolve due to its cooperation with the international community.
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